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１ 監査の趣旨 

   定期監査は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条の規定に基づき、

松本市監査基準（令和２年監査委員告示第１号。以下「監査基準」という。）第４条

第１項第１号に規定する財務監査及び必要に応じ同項第２号に規定する行政監査を

実施するもので、監査基準に準拠して実施しました。 

 

２ 監査の期間 

  令和６年１０月２日から令和７年２月１１日まで 

 

３ 監査の範囲 

   主として令和６年４月１日から令和６年９月３０日までに執行された財務に関す

る事務 

 

４  監査の対象等 

⑴ 第１期定期監査（出先機関等） 

  ア 監査の対象 

    第一地区、第二地区、和田地区、里山辺地区及び梓川地区における地域づくり

センター（支所・出張所）及び地区公民館 

   
イ 実施日及び実施対象 

実施日 実施対象 

６年１１月２０日 

梓川地区地域づくりセンター（梓川支所） 

梓川公民館 

和田地区地域づくりセンター（和田出張所） 

和田公民館 

同  ２７日 
里山辺地区地域づくりセンター（里山辺出張所） 

里山辺公民館 

同 １２月 ２ 日 

第二地区地域づくりセンター 

第二地区公民館 

第一地区地域づくりセンター 

第一地区公民館 

 

ウ 監査の方法 

    監査委員が直接現地に出向き、事前に提出された定期監査資料等に基づき、そ

れぞれの事務事業が経済的、効果的、合理的かつ計画的に執行されているかにつ

いて、センター長等から聴取調査を実施するとともに、下記帳簿類及び金庫内の

管理状況についても現地において監査を実施しました。 

(ｱ) 調定書 

(ｲ) 支出負担行為決定書（支出負担行為兼支出命令書を含む。） 

(ｳ) 契約書 
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(ｴ) 行政財産の使用許可に係る文書一式 

(ｵ) 行政財産・普通財産の貸付に係る文書一式 

(ｶ) 郵便切手受払簿及び切手等現物 

(ｷ) 職員が取り扱っている各種団体会計の出納簿及び預金通帳並びに職員の職 

務専念義務の免除通知 

(ｸ) 前渡金出納関係帳簿及び預金通帳 

(ｹ) 金庫保管物品リスト 

(ｺ) 備品台帳（物品使用簿） 

 

⑵ 第２期定期監査（各課等） 

  ア 監査の対象 

    財政部、危機管理部、健康福祉部、こども部、産業振興部、教育委員会及び農

業委員会事務局の各課等 

※原則として各部局を隔年で実施します。 

 

イ 実施日及び実施対象 

(ｱ) 帳簿類監査（３３課等） 

実施日 実施対象 

６年１０月１７日～ 財政部、危機管理部 

同  ２４日～ こども部 

同 １１月 １日～ 健康福祉部 

同   ７日～ 産業振興部、農業委員会事務局 

同  １４日～ 教育委員会 

(ｲ) 委員監査（８課等） 

実施日 実施対象 

６年１２月２０日 食品・生活衛生課、消防防災課、契約管財課 

同  ２３日 保健総務課、高齢福祉課、耕地課 

同    ２５日 学校給食課、文化財課 

 

ウ 監査の方法 

(ｱ) 帳簿類監査 

 下記帳簿類の提出を求め、それぞれの事務が法令等に基づいて適正に処理さ

れているかについて監査を実施しました。 

ａ 調定書 

ｂ  徴収（収納）委託契約書（私人に徴収又は収納を委託している場合） 

ｃ  公金徴収決定書（同上） 

ｄ 収納委託内訳書兼整理台帳（同上） 

ｅ 支出負担行為決定書（一部抽出とし、契約書、施行伺書等を含む。） 

ｆ 備品台帳（物品使用簿） 

ｇ 行政財産の使用許可に係る文書一式 
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ｈ 行政財産・普通財産の貸付に係る文書一式 

ｉ 金庫保管物品リスト 

ｊ 会計取扱団体の通帳 

 

(ｲ) 委員監査 

 帳簿類監査を実施したうちの一部の課等を対象として事前に提出された定

期監査資料に基づき、それぞれの事務事業が経済的、効果的、合理的かつ計画

的に執行されているかについて、帳簿類監査の結果も踏まえながら、課長等か

ら聴取調査する方法で実施しました。 

 

(ｳ) 所属長対象のアンケート調査 

 令和５年度から財務会計システムに電子決裁が導入されましたが、多くのメ

リットがある一方で、これまで見られなかった事務誤りも見られるようになり

ました。そこで、各課における事務処理の現状と課題を把握するため、所属長

を対象に「業務の適切執行に関するアンケート」を実施し、不適切事務発生を

防止するための提言を作成しました。 
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５ 監査の結果 

「監査の趣旨」及び「監査の対象等」のとおり監査した限りにおいて、概ね監査

基準第２１条第２項第１号及び第２号のとおりであり、同基準第２０条第１項にお

ける勧告事項は、ありませんでした。 

なお、改善事項及び意見・要望事項については、以下のとおりです。 

⑴ 改善事項 

   現状における各種事務等について、法令等の規定又は制度の運用等から適正に執

行されていないと認め、改善を求める事項は、次のとおりです。 

  ア 全庁に共通する改善事項 

   (ｱ) 歳入に関する事務について 

    ａ 調定漏れについて 

      年度当初から使用許可・貸付をしている行政財産目的外使用料・財産貸付

料が未調定となっている事例が複数の課で見られました。また、令和５年度

の収入未済債権の繰越調定が行われていない事例も複数の課でありました。

昨年度の定期監査でも同様の指摘を行いましたが、改めて適正な事務が行わ

れるように周知徹底を図ってください。特に、収入未済債権の繰越調定につ

いては、正しく調定が行われているか、チェックできる具体的な仕組み・体

制を検討してください。 

 

    ｂ 納入通知書の納付期限について 

      納入通知書には、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５４

条第３項の規定により、納期限を記載しなければならないとされていますが、

納入通知書の納付期限が記載されていない事例が多くの課で見られました。

また、契約書と異なる納期限を記載している事例もありました。令和４年度

の定期監査で指摘した後、一定の改善は見られますが、改めて徹底を図って

ください。 

 

    ｃ 使用料徴収事務の運用について 

      施設使用料の徴収において、条例改正後にも関わらず、条例改正前の使用

時間単位での運用が続いている事例がありました。これは、条例改正を担当

した課、施設所管課、受付事務を行う出先機関の職員間で認識が共有されて

おらず、使用料徴収の運用変更、ＰＯＳレジの設定変更、ホームページの修

正等の対応がなされていなかったものです。複数の課、関係者が関わる事務

においては、こうした事務誤りが発生しやすいことに留意し、事務に当たっ

てください。 

 

   (ｲ) 支出負担行為決定漏れについて 

     交付決定した補助金について、支出負担行為決定が行われていない事例が複

数の課で見られました。また、市が借りている用地の借上料についても支出負

担行為決定が行われていない事例がありました。これらの事務を怠たることは、

これまで繰り返されてきた支払漏れ等の不適切事務の温床となります。改めて
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適正な事務処理を徹底してください。 

 

(ｳ) 土地の賃貸借契約等について 

    市が土地を借りる場合、「賃貸借期間が２年以上にわたる場合でも、契約書中

に翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があっ

た場合には当該契約を解除する旨の条件を付した場合は、債務負担行為の手続

をとる必要はありません（地方自治法第２３４条の３）。」とされています。 

     しかしながら、市が土地を借りる長期賃貸借契約や、いわゆる自動更新条項

を含んだ土地の賃貸借契約等において、上記解除条項が含まれていないにも関

わらず、債務負担行為の手続がとられていない事例が複数の課で見られました。

文書事務の手引きでも周知していますが、適正な対応を検討し、改めて庁内へ

周知を図ってください。 

 

(ｴ) 補助金交付事務について 

     複数の課において、下記のような事務誤りが見られました。適正な事務が行

われるように改めて庁内への周知を図ってください。また、補助金事務に関す

る注意事項が１つにまとめられた「補助金事務マニュアル（新財務会計システ

ム・新文書管理システム対応版）」の作成についても検討してください。 

    ａ 補助金交付決定起案の決裁日と補助金の支出負担行為決定書の起票日が

一致していない。 

    ｂ 補助金交付決定書が交付要綱の様式と異なる。 

    ｃ 補助金交付決定書の施行文（公印が押された発送文書）がシステムに登録

されていない。 

    ｄ 適切な文書番号が使用されていない。 

（補助金交付決定時に指令番号を使用していない、補助金確定時に指令番

号を使用している等） 

 

  イ 委員監査を実施した各課等の改善事項（主なもの） 

各課等 改善事項 

食品・生活衛生課 

１ １つの収入を三重に調定している事例がありました。 

２ 徴収委託契約とすべき契約で、収納委託契約を締結し

ている事例がありました。 

耕地課 

１ 部長決裁が必要な行政財産の目的外使用許可が課長決

裁で処理され、契約管財課長への合議もなされていない

事例がありました。 

学校給食課 
１ 職員個人の現金を、公金収納時の釣銭として金庫に保

管している事例がありました。 
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⑵ 意見・要望事項 

   委員監査を実施した各課等の各種事務について、制度又はその運用等に検討を求

める意見・要望事項は、次のとおりです。 

各課等 意見・要望事項 

梓川地区地域づく

りセンター・ 

梓川公民館 

１ 梓川支所は広く、会議室も多いため、できる限り有効利

用していただきたい。 

２ 「のるーと松本」は、利用者に「便利さ」や「安さ」を

口コミ等で広めていただきたい。 

契約管財課 

１ 令和４年度包括外部監査で指摘された財産台帳の不整

合に対しては、然るべき形で対応を継続し、速やかに整

合性が取れるようにしていただきたい。 

２ 市有地貸付料は、契約者の高齢化や相続による代替わ

り等の要因により収入未済額が増えています。他の未納

債権と同様、適切な対応をお願いしたい。 

消防防災課 

１ 不適切な事務処理の発生防止のため、書類のやり取り

のＤＸ化等、対策を進めていただきたい。 

２ 消防団の募集に当たっては、女性にもアピールしてい

ただきたい。女性の入団は、人手不足解消に加え、男女共

同参画の点でも望ましいことと考えます。 

３ 交付金の使途については事後報告とのことだが、報告

書には目を通し、領収書の添付等、必要事項をチェックし

ていただきたい。 

高齢福祉課 

１ 福祉関係職員の業務内容は、過度な要求やクレームへ

の対応等、心身の負担が大きい。特に若手職員へのケアを

お願いしたい。 

２ 市有施設内に設置されている地域包括支援センターの

行政財産目的外使用料・貸付料について、センターによっ

て有償・無償の取扱いが異なります。考え方を整理してく

ださい。 

保健総務課 

１ 保健所の移転に関しては、感染症対応等の観点からも、

市役所本庁舎とは別庁舎にすべき事情を広く市民に周知

し、理解を得るように努めてください。 

食品・生活衛生課 

１ 獣医師の業務は多岐にわたり、業務量も多く、専門知

識・資格が必要なことに加え、と畜検査のように依頼があ

れば必ず行うべき業務もあります。獣医師以外でもでき

る業務は他と分担する等、負担軽減策を検討してくださ

い。 

耕地課 

１ 多面的機能支払交付金は使い勝手がよく、好評である

との声を聞きます。今後も広く周知するとともに、申請の

補助などのサポートを充実してください。 
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各課等 意見・要望事項 

学校給食課 

１ アレルギー対応食の事故が発生しないように、しっか

りとした対応をお願いしたい。 

２ 学校給食費の滞納整理については、公平性の観点から

も適正な対応をお願いしたい。 

文化財課 
１ 文化財は、保護も大切ではあるが、観光資源でもある視

点も踏まえて、有効活用を図っていただきたい。 

 

６ 業務の適切執行に関する提言 

  令和６年度も庁内において不適切な事務処理が発生し、その一因としてチェック体

制の不備が挙げられています。ミスは誰にでも起こり得るものですが、決裁過程での

チェックによって不適切事務を未然に防ぐことが重要であることから、現在の事務処

理における課題を把握するため、所属長を対象に「業務の適切執行に関するアンケー

ト」を実施しました。 

  アンケート結果からは、業務の多様化・複雑化や人員不足等による課題など、簡単

には解決できないものも見られますが、電子決裁導入後に発生した新たな課題も浮か

びあがってきました。その内容の中から、チェック体制の強化につなげていただきた

く、以下の事項について提言します。 

 

⑴ 電子化による確認機能の低下への対応 

   電子決裁は、紙決裁に比べて全体を把握しにくく、視認性の面でも見落としやす

い傾向があります。決裁者等によるチェック体制を強化するため、デュアルモニタ

の導入や添付書類の改善を検討してください。 

課題 提言 

ア 複数の書類を並べて同時に見ること

ができず、突合がしづらい。資料の全体

像を把握しにくい。 

イ 画面や文字が小さく、チェックに時間

がかかる。 

ア デュアルモニタの導入 

 

ウ 付箋やマーカができず、添付資料の見

るべきところが分かりづらい。 

エ 添付ファイルの確認に時間がかかり、

時間的に全てをチェックすることがで

きない。 

イ 添付書類の改善（チェック箇所の色

付、添付書類の簡素化） 

 

⑵ 課長・係長向け職員研修等の実施 

   システムの習熟不足やチェックすべきポイントが曖昧なまま決裁が行われ、確認

不足と思われる事例が見受けられます。また、課内で進捗管理が十分になされてい

ないことによる調定漏れや支払漏れの発生が危惧されます。課長・係長等がチェッ
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クする観点からの研修等を実施するとともに、予算の段階からの体系的な進捗管理

の方法について検討してください。 

課題 提言 

ア 財務会計システムや文書管理システ

ムなどの習熟不足 

イ チェック箇所をしっかり把握しない

まま決裁を行っている。 

ウ システムの操作方法や運用方法等が

掲示板への掲載のみで、周知が十分に行

き届いていない。 

ア 課長・係長向けの研修実施やマニュア

ル整備、周知 

イ 調定漏れ、支払漏れを防ぐための管理

体制、仕組の構築 

 

⑶ 事務の効率化による負担軽減 

   電子決裁導入後、省力化された部分がある一方、回議方法等が複雑化し、効率化

の妨げとなっている面もあります。事務運用を見直し、事務の簡素化を検討してく

ださい。また、将来的にはシステムによる自動入力・自動チェック機能やＡＩによ

るチェック等について研究を進めてください。 

課題 提言 

ア 電子決裁と紙決裁とが混在している

ため事務が煩雑で、効率化の妨げになっ

ている。 

イ 支出負担行為等の回議方法が予算科

目ごとに異なり、複雑すぎて分かりにく

い。 

ウ 決裁は電子化したが、チェックは人の

目により行うので、効率化につながって

いない。 

ア 事務処理の簡素化による業務の効率

化（必要に応じて規則等の改正） 

エ 業務量の増加や人員不足により、職員

に余裕がない。 

イ 業務・事務の見直しや柔軟な事務処理

体制による負担軽減 
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７ 関係法令等（抜粋） 

 

◎松本市監査基準（令和２年監査委員告示第１号） 

第４条 監査等の種類及びそれぞれの目的は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に

努めているか監査すること。 

⑵ 行政監査 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げ

るようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。 

第２０条 監査委員は、監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を議会及び

市長等へ提出するものとし、監査の結果に基づいて、必要があると認める場合は、結

果に関する報告に添えて意見を提出するとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる

必要があると認める事項については勧告することができる。 

第２１条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項を記載するも

のとする。 

⑴ 監査等の種類 

⑵ 監査等の対象 

⑶ 監査等の着眼点 

⑷ 監査等の主な実施内容 

⑸ 監査等の結果 

⑹ その他必要と認める事項 

２ 前項第５号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な

点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必

要と認める事項を記載するものとする。  

⑴ 財務監査 前項第１号から第４号までの記載事項のとおり監査した限りにおい

て、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。 

⑵ 行政監査 前項第１号から第４号までの記載事項のとおり監査した限りにおい

て、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。 

 

◎地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

第１５４条 地方自治法第２３１条の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所

属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法

令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。 

２ 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、地方交付税、地方譲与税、補助金、地

方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を除き、納入の通

知をしなければならない。 

３ 前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、

納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。
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ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方

法によつてこれをすることができる。 

 

◎文書事務の手引き 

第１１章 契約書の作成 

第２節 契約書の文例 

 ２ 賃貸借契約 

⑶ 土地を借りる場合 

     賃貸借期間が２年以上にわたる場合でも、契約書中に翌年度以降において歳

入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には当該契約を解

除する旨の条件を付した場合は、債務負担行為の手続をとる必要はありません

（地方自治法第２３４条の３）。 

 


